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運転上の制限を満足していることを確認するための事項について 

運転上の制限を満足していることを確認するための事項については，各条文に確認

頻度を定めるとともに，第７１条（運転上の制限の確認）の表７１に確認の間隔を延

長できる時間を定めている。 

新規制基準対応として追加した第６５条の確認事項において，「３箇月に１回」，「１

年に１回」および「２年に１回」という頻度を新たに設定したことから，第７１条の

表７１に以下のとおり反映する。 

表７１ 

頻 度 
備 考 

保安規定に定める頻度 延長できる時間 

１時間に１回 １５分 分単位の間隔で確認する。 

１２時間に１回 ３時間 時間単位の間隔で確認する。 

２４時間に１回 ６時間 時間単位の間隔で確認する。 

毎日１回 － 所定の直の時間帯で確認する。 

１週間に１回 ２日 日単位の間隔で確認する。 

１箇月に１回 ７日 
日単位の間隔で確認する。 

なお，１箇月は３１日とする。 

３箇月に１回 ２３日 
日単位の間隔で確認する。 

なお，３箇月は９２日とする。 

１年に１回 ９２日 
日単位の間隔で確認する。 

なお，１年は３６５日とする。 

２年に１回 １８２日 
日単位の間隔で確認する。 

なお，２年は７３０日とする。 

１，０００ＭＷｄ／ｔに１回 ２５０ＭＷｄ／ｔ 

延長できる時間については，プラントの状態等（過渡状態，保全活動等）を考慮し，

ある一定の裕度（２５％）をもって設定されていることから，以下のとおりとする。 

・「３箇月に１回」：９２日×０．２５＝「２３日」 

・「１年に１回」：３６５日×０．２５≒「９２日」 

・「２年に１回」：７３０日×０．２５≒「１８２日」 

なお，「１年に１回」および「２年に１回」の確認事項は機能確認であり，別途，動

作確認を「１箇月に１回」または「３箇月に１回」の頻度で実施していることから，

この延長できる時間を適用したとしても機器の健全性は確認可能である。 

以上
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